
令和４年度 自動車騒音常時監視(面的評価)業務委託仕様書

Ⅰ．一般事項

１．目的
騒音規制法第１８条第１項の規定に基づき、魚沼市内における主要幹線道路を対象とし、自動車騒音

の状況の常時監視を実施する。また、自動車騒音常時監視報告書及び環境省への報告資料を作成する。

なお、環境省環境管理局自動車環境対策課が配布する面的評価支援システムを用いて、「騒音に係る

環境基準の評価マニュアル」（平成 12 年 5 月 15 日環大二第 51 号、環大企第 101 号 環境庁大気

保全局長通知 以下、「評価マニュアル」という。）及び「騒音規制法第１８条の規定に基づく自動車騒

音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」（平成 17 年 6 月 29 日環管自発第

050629002 号環境省環境管理局長通知）に沿った評価対象路線の環境基準の達成状況の把握を行い、

今後の総合的な道路環境の各種施策への反映を図る資料とする。

２．委託期間
契約締結の日から令和５年３月２４日まで

３．業務内容
市内の幹線交通を担う道路に面する地域における騒音レベルの測定ならびに交通条件、道路構造条件、

建物属性及び気象状況を調査して環境基準の適合状況を評価するとともに、結果を報告書にとりまとめ

る。詳細は、Ⅱ．特記事項による。

4．準拠する法令等

本業務は、本仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。

（1）環境基本法（平成 5 年 11 月 19 日法律第 91 号）

（2）騒音規制法（昭和 43 年 6 月 10 日法律第 98 号）

（3）騒音に係る環境基準（平成 10 年 9 月 30 日環境庁告示第 64 号）

（4）騒音に係る環境基準の評価マニュアル（平成 12 年 5 月 15 日環大二第 51 号、環大企第

101 号 環境庁大気保全局長通知）

（5）騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準につい

て（平成 23 年 9 月 14 日環水大自発 110914001 号 環境省水・大気環境局長通知）

（6）自動車騒音常時監視マニュアル（平成 23 年 9 月 14 日環水大自発 110914002 号 環境省

水・大気環境局自動車環境対策課長通知）

（7）その他関係法令等

5．貸与資料
本業務の遂行にあたり、以下のものを貸与する。

（1） 平成 27 年度道路交通センサスデ－タ

（2）住宅地図(Zmap-TOWN Ⅱ)(株式会社ゼンリン)※

（3）都市計画用途地域図

（4）環境基準類型指定地図

（5）ノートパソコン

（6）環境省 面的評価支援システム(システム用データ、操作マニュアル含む) ※

（7）㈱KERNEL ＧＩＳエンジン(ActiveMap for NET) ※

（8）国土地理院 数値地図 25000(空間データ基礎) ※

（9）その他、業務遂行上必要と認められる資料

※：(2),(6),(7),(8)については、(5)パソコンのみ使用可能。

6．成果品の帰属

本業務で得たすべての成果品は、市に帰属するものとし、市の承諾を得ずに許可なく第三者に貸与及

び公表してはならない。



7．主任技術者

受託者は、本業務における主任技術者を定め、市に届け出るものとする。

主任技術者は、本業務全般に渡り技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとす

る。

8．提出書類

受託者は、業務の着手及び完了に当たって、市に次の書類を提出しなければならない。

（1）業務着手届

（2）主任技術者・現場代理人届

（3）工程表

（4）業務完了届

（5）その他必要書類

9．打ち合わせ等

（1）業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者は、市担当者と常に密接な連絡をとり、業務

の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度、受託者がすべて議事録

に記録し、相互に確認しなければならない。

（2）主任技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに市担当者と協

議するものとする。

10．関係官庁への手続等

（1）受託者は、本業務の実施に当たっては、市が行う関係官庁等への手続に協力するものとする。

（2）受託者は、関係する官公庁との協議を必要とする場合、又は協議を求められた場合は、誠意を

もって対処し、その内容を議事録にまとめ、遅滞なく市に届け出なければならない。

11．土地への立ち入り

（1）受託者は、本業務を実施するため、国有地、公有地に立ち入る場合には、市と十分な協議を行

い、業務が円滑に進捗するように努めなければならない。また、私有地に立ち入る場合には、

所有者の許可を得た上、市に報告しなければならない。

（2）受託者は、本業務を実施するため、他人の植物を伐採し、かき、さく等を除去し、又は土地若

しくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ市に報告するものとし、市の指示を受けて所

有者の承諾を得るようにするものとする。

12．成果品の提出
（1）受託者は、本業務が完了したときは、この仕様書に示す成果品を早急に提出し、市の検査を受

けるものとする。

（2）受託者は、市の指示する場合には、履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うも

のとする。

1３．検 査

（1）受託者は、業務完了報告書を提出する際には、契約図書に義務づけられた資料の整備をすべて

完了し、市に提出していなければならない。

（2）受託者は、市の立会いの下に、以下の検査を受けるものとする。

① 成果品の検査

② 業務等管理状況の検査

（3）成果品に欠陥が発見された場合、受託者は、速やかに修補を行わなければならない。

1４．契約変更

市は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。

（1）契約料に変更を生じる場合

（2）履行期限の変更を行う場合

（3）市と受託者が協議し、業務施行上必要があると認められる場合



1５．一時中止
次の各号に該当する場合において、市は、受託者に必要と認める期間、業務の一部又は全部を一時中

止させることができる。

（1）第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合

（2）関連する他の設計業務が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合

（3）環境問題等の発生により、業務の続行が不適当又は不可能となった場合

（4）天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合

（5）安全確保上必要があると認めた場合

1６．守秘義務

受託者は、業務の遂行上、知り得た事項を他人に漏らしてはならない。

1７．その他

受託者は、当該仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、市担当者と十分に協議を行うこ

と



Ⅱ．特記事項
１．調査

（1）道路調査

別紙計画書に基づき下表の評価対象路線について、道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件等

を調査してとりまとめる。

① 1 関越自動車道

② 3 一般国道 252 号 計 ２区間

別紙「令和４年度 自動車騒音常時監視(面的評価)業務委託実施計画」参照

（2）沿道調査

各評価区間の道路端から 50m の範囲について、住宅地図及び現地調査により、住宅等の状況（集

合住宅の階数及び戸数等）を把握し取りまとめる。

（3）騒音・交通量調査

（１）道路調査で設定した区間について、自動車騒音・交通量等を測定する。測定地点の選定に

ついては、受託者が面的評価を行う上で最適と思われる地点を提案し、市担当者と協議を行いなが

ら実施する。調査項目等は、以下の通りとする。

表-1 調査項目一覧

表-2 調査時間一覧

大区分 小区分 項目 内容 調査方法

道路交通情勢の把握 交通条件 上下別・車種別の交通量および平均走行速度 現地調査

道路構造の把握 道路構造条件
道路構造、車線数、幅員、舗装種別、縦断勾
配、遮音壁設置状況、環境緑地帯設置状況、交
通規制状況、信号交差点との距離

現地調査およ
び交通センサ
スからの調査

騒音発生強度の把握 道路端騒音レベル
等価騒音レベル(LAeq)、時間率騒音レベル
(LA5、LA10、LA50、LA90、LA95)、気
象観測

現地調査

住居等の属性
建物位置、建物用途、建物構造、建物形状、住
居等戸数、住居等が属する環境基準の類型・都
市計画用途など

電子地図から
の調査

残留騒音レベル
(背後地騒音レベル)

時間率騒音レベル(LA95)、気象観測 現地調査

沿道状況の把握

監視地域に関
する基礎調査

面的評価

調査時間

交通量
自動車騒音の影響が大きいと思われる時間帯：
昼間(6:00～22:00)、夜間(22:00～6:00)について、それぞれ2観測時
間帯

平均走行速度 交通量観測と同一時間帯において測定(上下線各10台)

昼間(6:00～22:00)、夜間(22:00～6:00)の時間帯とし、24時間連続
観測

昼間(6:00～22:00)、夜間(22:00～6:00)の時間帯のうち、全ての特定
騒音の影響が少ない時間帯について、それぞれ2観測時間帯

道路端騒音レベル

残留騒音レベル
(背後地騒音レベル)

交通条件

項目



表-3 調査方法一覧

2．評価

調査結果を基に「面的評価支援システム」(環境省)を使用し、以下に示すフローに従って、評価を行

い、騒音マップを作成するとともに、環境基準超過住居等戸数及び割合を算出する。

図-1 面的評価方法フロー図

 

Yes

No

建物のユニーク化

建物、近接／非近接、地域類型別の騒音レベル別住居等戸数算定

近接／非近接、地域類型別の騒音レベル別住居等戸数集計

地域における環境基準超過住居等戸数及び割合の算出

建物ごとの距離帯別騒音レベルの推定

複数評価区間に

属する建物

基準点(道路端)騒音レベル測定結果

騒音レベル合成

・建物ごとの距離帯別戸数

・建物(群)による減衰補正パタメータ

調査方法

交通量 カウンターを用いて、上下線別、3車種分類(大型車、小型車、二輪車)の観測を行う。

平均走行速度 ストップウォッチを用いて、上下線別にそれぞれ10台の走行速度を測定する。

JIS C 1509-1に定める騒音計を用いて、JIS Z 8731に定める「環境騒音の表示・
測定方法」に準じて、連続測定を行う。測定結果は1時間毎の等価騒音レベル
(LAeq)、時間率騒音レベル(LA5、LA10、LA50、LA90、LA95)、さらに基準時
間帯(昼間・夜間)毎の等価騒音レベル(LAeq)、時間率騒音レベル(LA50)を求める。

JIS C 1509-1に定める騒音計を用いて、JIS Z 8731に定める「環境騒音の表示・
測定方法」に準じて、基準時間帯(昼間・夜間)毎に2観測時間帯について10分間測定
を行う。測定結果は、10分間の値から1時間値を求め、基準時間帯(昼間・夜間)のう
ち、それぞれ最小のものを残留騒音とする。

道路端測定地点において、道路横断面の調査を行う。さらに、交通センサスデータ等
を整理し、評価区間全体の道路構造条件(道路構造、車線数、幅員、舗装種別、縦断勾
配、遮音壁設置状況、環境緑地帯設置状況等)を把握し、図示する。

評価区間毎に、評価区間内に存在する建物用途、建物構造、住居等が属する環境基準
の類型・都市計画用途、建物形状、住居等戸数などを電子地図等により調査し、一覧
表に整理する。

道路構造条件

住居等の属性

道路端騒音レベル

残留騒音レベル
(背後地騒音レベル)

交通条件

項目



3．報告書作成

報告書は、以下の資料を整理する。

（1）騒音測定結果総括表

（2）路線別建物状況整理表

（3）建物ごとの騒音レベル別住居等戸数整理表

（4）評価区間騒音マップ

（5）測定写真

（6）「CD-R」：報告書について取りまとめた「Excel」または「Word」のファイル

（7）「CD-R」：騒音測定地点及び評価対象道路・評価区間を示す位置図を、環境省の面的評価支援

システムによる作成した GIS データを収めた電子ファイル

（8）ほか、表様式


